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国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況は、「国有林野の管

理経営に関する法律」（昭和26年法律第246号）第６条の３第１項の規

定に基づき公表するものである。 
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令和元年度の実施状況の概要について 

(国有林野事業の役割) 

 国有林野は、我が国の国土の約２割、森林面積の約３割を占

め、その多くが奥地脊梁
せ き り ょ う

山地や水源地域に分布し、人工林※や

原生的な天然林※等の多様な生態系を有しています。その立地

や森林資源等の状況から、①国土の保全その他国有林野の有す

る公益的機能の維持増進、②林産物の持続的かつ計画的な供給、

③国有林野の活用による地域の産業振興又は住民福祉の向上

への寄与を目標として管理経営に取り組んでいます。 

 このような中、森林に対する国民の要請は公益的機能の発揮

に重点を置きつつ更に多様化しており、国有林野に対しても国

土の保全や地球温暖化防止、生物多様性保全の面での期待が大

きくなるとともに、国有林野と民有林野を通じた公益的機能の

発揮や我が国の森林・林業の再生への貢献が求められていま

す。 

 これらの国民からの要請に応えるため、国有林野の管理経営

を行う国有林野事業は、平成 25 年度から、一般会計で実施す

る事業に移行し、国民共通の財産である国有林野を名実ともに

「国民の森林
も り

」とするよう、民有林に係る施策との一体的な推

進を図りつつ、公益重視の管理経営を一層推進しています。ま

た、その組織、技術力その他各種資源を活用し、民有林の経営

に対する支援等による森林・林業の再生への貢献や、木材の安

定供給等の取組を進めています。 
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（管理経営基本計画及び令和元年度の実施状況） 

 農林水産省では、国有林野の管理経営に関する基本的な事項

を明らかにするため、「国有林野の管理経営に関する法律」に

基づき、あらかじめ国民の意見を聴いた上で「国有林野の管理

経営に関する基本計画」（以下「管理経営基本計画」という。）

を策定し、これに基づき国有林野の管理経営を行っています。 

 管理経営基本計画は、10 年を１期とする計画で５年ごとに

策定することになっています。 

 令和元年度は、平成 30 年 12 月に定めた平成 31 年４月から

令和 11 年３月までを計画期間とする管理経営基本計画の初年

度に当たり、国有林野を名実ともに「国民の森林
も り

」としていく

ため、 

①  公益重視の管理経営の一層の推進 

②  民有林の経営に対する支援等森林・林業再生への貢献 

③  「国民の森林
も り

」としての森林とのふれあいや国民参加の

森林づくり等の推進 

④  国有林野の林産物の安定供給 

等に努めました。 

  本報告は、こうした取組の実施状況について、国民の理解を

いただけるよう、写真と図表を用いてできるだけ分かりやすく

記載したものです。 

 

 

 

＊右肩に「※」を付している用語については、その解説を105～111ページに記載。 
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（令和元年度の主な取組） 

 令和元年度に実施した主な取組は、以下のとおりです。 

   

（１）公益重視の管理経営の一層の推進 

  ○ ５つのタイプの機能類型の下で、長伐期施業※や育成複層林※へ

導くための多様な施業※等を実施するとともに、効果的な路網※整

備にも取り組みました。（11、15、21ページ） 

○ 台風や集中豪雨等による山地災害の復旧や被害調査等につい

て、民有林関係者と連携して取り組みました。（17ページ） 

  ○ 森林の健全性を保つとともに、地球温暖化の原因となる大気中の

二酸化炭素の吸収・貯蔵を進めるため、間伐※等を推進するととも

に、間伐材等の搬出・供給や治山施設等における木材利用を推進

しました。（23ページ） 

  ○ 生物多様性の保全を図るため、「保護林」の保護・管理や｢緑の

回廊｣の保全・管理、それらのモニタリング調査等に取り組みまし

た。（27、59、61ページ） 

  ○ シカ等野生鳥獣による被害防止のため、地方公共団体やＮＰＯ※

等と連携し、効果的な捕獲技術の開発・実用化等を含め、個体群※

管理や生息環境管理、被害防除等に取り組みました。（57ページ） 

  ○ 国有林野及びこれに隣接・介在する民有林野において、外来種駆

除や間伐等を一体的に行うため「公益的機能維持増進協定※」を締

結し、施業を実施しました。（83ページ） 

（２）森林・林業再生に向けた貢献 

○ コンテナ苗※を活用した「一貫作業システム※」等、地域の状況に

応じた低コストで効率的な施業のための技術の開発・普及に取り

組みました。（29ページ） 

  



 

- 4 - 
 

○ 計画的な事業発注等による林業事業体の育成や森林総合監理士

（フォレスター）※等による市町村の森林・林業行政等に対する技

術支援に取り組みました。（35、39ページ） 

○ 民有林と連携した森林施業等の推進のため「森林共同施業団地」

を設定し、事業計画の策定に取り組むとともに、団地内での路網

の接続等を実施しました。（37ページ） 

（３）森林環境教育や森林とのふれあい等の推進 

  ○ 森林環境教育の推進や自主的な森林
も り

づくり活動を支援するため、

「遊々
ゆ う ゆ う

の森」や「ふれあいの森」等の設定によるフィールドの提

供、技術指導等に取り組みました。（43、47ページ） 

○ 森林保全等に取り組むＮＰＯや地域住民等と連携し、森林整備

活動や自然再生活動等に取り組みました。（47ページ） 

（４）林産物の持続的かつ計画的な供給 

  ○ 機能類型区分に応じた適切な施業の下、木材の持続的かつ計画的

な供給に努め、国有林材の需要者への直送などに取り組みました。

（69ページ） 

  ○ 国産材の安定供給体制の構築のため、民有林と連携した供給によ

る地域の川上から川下までの連携強化や、地域の需要が大きく変

動した際の木材の供給調整機能の発揮を図りました。（73ページ） 

（５）効率的な事業の実施 

  ○ 伐採・造林等の事業の民間委託や情報システムの活用等により、

効率的な事業運営に努めました。（87、91ページ） 

  ○ 収穫量の計画的な確保やコスト縮減等に取り組み、194億円の債

務返済を行いました。（89ページ） 

（６）東日本大震災からの復旧・復興への貢献 

  ○ 被災した海岸防災林の再生を進めるとともに、森林における除

染に関する技術開発等のための実証事業等に取り組みました。

（99ページ）  
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トピックス１ 樹⽊採取権制度の創設 
（林野庁）  

森林経営管理制度※の要となる林業経営者を育成するためには、⻑期的な
事業量の⾒通しが⽴ち、計画的な雇⽤や林業機械の導⼊が促進され、経営
基盤の強化が⾏われることが必要です。 

そこで、令和元年６⽉に、今後供給量の増加が⾒込まれる国有林材の⼀
部について、現⾏の⼊札に加え、⼀定の区域（樹⽊採取区）において、⼀
定期間・安定的に樹⽊を採取できる制度（樹⽊採取権制度）を創設する
「国有林野の管理経営に関する法律」等の改正が⾏われ、その後、運⽤の
考え⽅を明らかにしたガイドライン等の整備に取り組みました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎年度個別に場所、時期等を特定し、入札により

立木を購入して伐採する事業者を決定。 伐区 A 

伐区 B 

伐区 C 

伐区 D 

１年目  

２年目  

３年目  

４年目  

Ａ社  

Ｂ社  

Ｃ社  

Ｄ社  

①これまでの仕組み（引き続き実施） 

①を基本とし、②を追加 

伐区 A 

伐区 B 

伐区 C 

伐区 D 

国有林の一定の区域（樹木採取区）において立木を一定

期間、安定的に採取できる樹木採取権（地域の林業経営

者が対応可能な 200～300ha・年間数千 m
3
程度の素材生

産量を想定し、権利の期間は 10 年を基本に運用）を設

定。 
注１）現行の国有林のルールを厳守 

注２）長期に事業量が見通せることで機械導入や雇用が進展 

②追加した仕組み（今後の供給量の増加分の一部で実施）  

森林経営管理制度の  
要となる林業経営者  

安定的な 

事業量を確保 
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トピックス２ 森林経営管理制度の円滑な運⽤に向けた無⼈航
空機を活⽤した市町村⽀援 

 （四国森林管理局 四万⼗森林管理署） 
 

 
 
 
 
 
 
 

平成 31 年４⽉から新たにスタートした森林経営管理制度では、市町村林
務担当者が経営や管理が⾏われていない森林の所有者に対して所有森林の
経営管理についての意向調査等を⾏う必要があり、制度の円滑な運⽤に向
けて、国有林野事業のノウハウを活かした⽀援を⾏うこととしています。 

このような中で、四国森林管理局四万⼗森林管理署では、四万⼗市から
「市外に住む森林所有者が現場に⾏かなくても所有森林の状況を把握でき
る⼿法を検討したい」との協⼒要請があったことを受け、無⼈航空機※を活
⽤した⼿法導⼊の技術⽀援を⾏いました。 

国有林での実施事例を参考に、四万⼗市内の⺠有林で無⼈航空機による
調査を⾏い、上空から森林の写真を撮影し、その撮影した画像をソフトウ
ェアで処理し、樹種解析を⾏う⼿法を試⾏しました。その結果、四万⼗市
では、森林の画像と樹種等を⽰したデータを所有者の意向調査の際の参考
資料として活⽤することができました。 

四国森林管理局では、この⼿法を含め、国有林野事業として市町村の林
務⾏政を⽀援可能な内容を「市町村⽀援ツール」としてまとめて公表しま
した。今後も、このような国有林野事業のノウハウを活かした⽀援を通じ
て、市町村の森林・林業の課題解決に寄与していくこととしています。 

・ 高 知 県  四 万 十 市 （ し ま ん と し ）  
西 土 佐 （ に し と さ ） 地 域  
 

・ 四 万 十 市 担 当 者 と 協 力 し て 、 民
有 林 で 無 人 航 空 機 に よ る 調 査 を
実 施 す る 様 子  
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トピックス３ ⼤ 嘗 宮
だいじょうきゅう

の建⽴に伴う良質⽪付き丸太供給 
 （北海道森林管理局・関東森林管理局・中部森林管理局） 

 
 

 
 
 
北海道森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局では、令和元年 11

⽉ 14、15 ⽇に皇位継承に伴う儀式として挙⾏された「⼤嘗祭
だ い じ ょ う さ い

（⼤嘗宮の
儀）」の施設である⼤嘗宮の建⽴に当たり、宮内庁からの依頼を受けて、
良質な⽪付き丸太の供給を⾏いました（完成した⼤嘗宮の写真は 75 ページ
参照）。 

⽪付き丸太の⽣産・供給に当たっては、北海道陸別町
り く べ つ ち ょ う

及び南富良野町
み な み ふ ら の ち ょ う

や
静岡県浜松市天⻯区、⻑野県軽井沢町に位置する国有林に⽣育するヤチダ
モやスギ、カラマツを活⽤し、伐採・搬出・保管にいたるまで細⼼の注意
を払いました。具体的には、通直な⽊の選⽊作業、傷がつかないように配
慮した伐倒、⼟場での材質の確認、丸太保管における養⽣管理等に取り組
みました。これらの作業について、林業事業体や関係者と協⼒し、良質な
⽪付き丸太の⽣産を⾏うことができました。 

今後も、多様な森林を有している国有林野の特性を活かし、⺠有林から
の供給が難しい⽊材の供給に取り組んでまいります。 
  

・ 静 岡 県  浜 松 市 （ は ま ま つ し ）   
天 竜 （ て ん り ゅ う ） 区  
瀬 尻 （ せ じ り ） 国 有 林  
（ 旧 宮 内 省 帝 室 林 野 局 所 管 の 御 料 林 ）  

・ 伐 採 し た ス ギ 丸 太 の 材 質 を 確 認 す る 様 子  

・ 長 野 県  北 佐 久 （ き た さ く ） 郡  
軽 井 沢 町 （ か る い ざ わ ま ち ）  
浅 間 山 （ あ さ ま や ま ） 国 有 林  

・ カ ラ マ ツ 丸 太 を 選 木 す る 様 子  
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トピックス４ 令和元年房総半島台⾵、令和元年東⽇本台⾵に
よる災害の復旧に向けた技術⽀援等 

（関東森林管理局・東北森林管理局） 

 
 

関東森林管理局では、令和元年９⽉の令和元年房総半島台⾵により被害
を受けた千葉県や静岡県において、ヘリコプターによる被害状況の調査を
実施し、⼭腹崩壊等の状況確認作業を⽀援したほか、県や市町村からの要
請を受けて、⺠有林野における倒⽊被害状況を確認するため、無⼈航空機
を⽤いた調査を実施しました。また、千葉県において、倒⽊処理の要望調
整等のため、36 市町村に対して情報収集等を⾏うとともに、倒⽊による停
電からの復旧に向けて県内各地に設置された⾃衛隊・東京電⼒共同調整所
等に職員延べ 63 名を派遣しました。 

東北森林管理局では、令和元年 10 ⽉の令和元年東⽇本台⾵により国有林
野内だけでなく宮城県の⺠有林野内の林道施設も甚⼤な被害を受けたこと
から、県からの⽀援要請を受けて、11 ⽉ 25〜29 ⽇に登⽶市に職員６名、
12 ⽉２〜６⽇に南三陸町

みなみさんりくちょう

に職員３名を派遣しました。派遣された職員は国
有林での実務経験や技術を活かして、県、市町、森林組合等と協⼒して現
地での測量や資料作成等の⽀援業務に当たり、２週間で 17 路線・58 か所
の被災箇所の調査を⾏い、災害復旧の申請に必要な資料を完成することが
できました。  

・ 宮 城 県  登 米 市 （ と め し ）  
林 道 野 尻 （ の じ り ） 線  

・ 被 災 林 道 に お け る 測 量 の 様 子  

・ 千 葉 県  君 津 市 （ き み つ し ）  民 有 林  
・ 無 人 航 空 機 で 撮 影 し た 倒 木 被 害 の 様 子  
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（事例５、６、10、16、26、34の写真）



 

- 10 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国有林野の管理経営に関する基本⽅
針に基づく管理経営の推進 
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１ 国有林野の管理経営に関する基本方針に

基づく管理経営の推進 
（１）公益重視の管理経営の一層の推進 

  ① 重視すべき機能に応じた管理経営の推進 

   ア 国有林野の機能類型区分 

国有林野は、奥地脊梁
せ き りょ う

山地や水源地域に広く分布してお

り、地域特有の景観や豊かな生態系を有する森林も多く、

国土の保全、水源の涵
か ん

養、自然環境の保全等の公益的機能

の発揮に大きな役割を果たしています。 

林野庁では、公益重視の管理経営の一層の推進を旨とす

る方針の下で、国有林野を「山地災害防止タイプ」、「自

然維持タイプ」、「森林空間利用タイプ」、「快適環境形

成タイプ」、「水源涵
か ん

養タイプ」の５つのタイプに区分し、

いわゆる公益林として適切かつ効率的に管理経営を行い、

これにより、国土の保全や地球温暖化防止等への国民の多

様な期待に応えつつ、「パリ協定※」や「ＳＤＧｓ（持続可

能な開発目標）※」、「カンクン宣言※」といった国際的な

動向にも適切に対応しています。 

あわせて、木材等生産機能については、これらの区分に

応じた適切な施業の結果として得られる木材を計画的に

供給することにより発揮しています。 
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図―１ 国有林野の分布 
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表－１ 国有林野の森林資源の現況 

（単位：面積万ha、蓄積百万㎥、国有林率％） 

注：１ 面積及び蓄積は、国有林野管理経営規程第 12 条第１項に基づく計画対象森林の令

和２年４月１日現在の数値である。 

  ２ 国有林率は、平成 29 年３月 31 日現在の森林法第２条第１項に規定する森林に占

める森林法第２条第３項に規定する国有林の割合である。 

  ３ 計の不一致は、四捨五入による。 

 

図－２ 国有林野における人工林の齢級構成 

 
注：１ 国有林野管理経営規程第 12 条第１項に基づく計画対象森林の令和２年４月１日現在の数

値である。 

２ 齢級とは、森林の林齢を５年の幅でくくった単位。人工林は、苗木を植栽した年を１年生 

とし、１～５年生を「１齢級」、６～10 年生を「２齢級」と数える。 
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4 

0
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40

50
（万ha）

森 林 管 理 合計 （参考） 

国有林率  人工林 天然林 その他 

  

面

積 

北 海 道 307  64  217  26  54.8 

東 北 165  53  100  12  44.1 

関 東 118  33  70  15  29.0 

中 部 65  17  36  12  27.3 

近 畿 中 国 31  13  16  2  6.6 

四 国 18  12  6  1  13.8 

九 州 53  27  24  3  19.2 

合 計 758  219  469  70  30.3 

蓄積 1,197  487  709  1  23.3 

（齢級）  

森林管理局  
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表－２ 国有林野の機能類型区分ごとの目指すべき森林の姿  
機能類型区分 

(国 有 林野 面 積 758 万 ha) 
機能類型区分の考え方 管理経営の考え方 

山地災害防止タイプ 

147 万 ha 

(19%) 

山地災害防止及び土壌

保全機能の発揮を第一

とすべき森林 

根や表土の保全、下層

植生の発達した森林の

維持 

 

自然維持タイプ 

171 万 ha 

(23%) 

原生的な森林生態系や

希少な生物の生育・生

息する森林など、属地

的な生物多様性保全機

能の発揮を第一とすべ

き森林 

良好な自然環境を保持

する森林、希少な生物

の生育･生息に適した

森林の維持 

森林空間利用タイプ 

47 万 ha 

(６%) 

保健、レクリエーショ

ン、文化機能の発揮を

第一とすべき森林 

保健･文化･教育的利用

の形態に応じた多様な

森林の維持・造成 

快適環境形成タイプ 

0.2 万 ha 

(０%) 

快適な環境の形成の機

能の発揮を第一とすべ

き森林 

汚染物質の高い吸着能

力、抵抗性がある樹種

から構成される森林の

維持 

水源涵
か ん

養タイプ 

393 万 ha 

(52%) 

水源の涵
か ん

養の機能の発

揮を第一とすべき森林 

人工林の間伐や伐期の

長期化、広葉樹の導入

による育成複層林への

誘導等を推進し、森林

資源の有効活用にも配

慮 
注：１ 面積は、国有林野管理経営規程第 12 条第１項に基づく計画対象森林の令和２年４

月１日現在の数値である。 

  ２ 国有林野面積 758 万 ha には、機能類型区分外（約５千 ha）を含む。 

  ３ 木材等生産機能は、区分に応じた適切な施業の結果得られる木材を、安定供給体

制の整備等の施策の推進に寄与するよう計画的に供給することにより発揮。 
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   イ 機能類型区分に応じた森林施業等の実施 

国有林野事業では、公益重視の管理経営の一層の推進を

図るため、５つの機能類型区分に基づき、流域の自然的特

性等を踏まえつつ、森林施業等を実施しています。 

山地災害防止タイプの森林では、土砂崩れ、土砂の流出

等の山地災害や飛砂、潮害等の気象災害を防ぐため、間伐・

植栽等の施業を行っています。 

自然維持タイプの森林では、特に原生的な天然林や希少

な野生生物が生育・生息し、厳格な保護・管理が必要な森

林を保護林として設定するなど、森林生態系の保全等の取

組を進めています（59 ページ参照）。 

森林空間利用タイプの森林では、国民に森林浴や野外ス

ポーツ等を通じて森林とのふれあいを体験していただく

「レクリエーションの森」等の活用を進めています（79 ペ

ージ参照）。 

快適環境形成タイプの森林では、気象害や騒音、粉塵
ふんじん

等

から地域の快適な生活環境を保全するため、植栽や間伐等

の施業を行っています。 

水源涵
か ん

養タイプの森林では、渇水や洪水の緩和等を目的

として、長い周期で伐採や植林を繰り返す長伐期施業や育

成複層林へ導くための施業、針広混交林※化等を行ってい

ます。 
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事例１ ⼈⼯林伐採後の広葉樹植栽等による針広混交林造成 
（四国森林管理局） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
四国森林管理局では、多様な樹種からなる森林への誘導に向け、⼈⼯林

の伐採後に針葉樹（ヒノキ）と広葉樹の植栽による針広混交林の造成試験
を⾏ってきました。 

⾼知県⾹美市の⽴割不寒冬⼭国有林の試験地（⽔源涵養タイプ）におい
て、⼈⼯林伐採後にヒノキを植栽する区域と広葉樹を植栽する区域、広葉
樹の天然更新※を図る区域を設定しました。 

平成 20 年度から植栽等を⾏い、現在ではヒノキのほかにアラカシ、スダ
ジイ等の広葉樹を植栽した区域と天然更新を図った区域のどちらにおいて
も順調に成⻑しており、針広混交林の成林が期待できる状況になっていま
す。 

引き続き、⽣育状況を確認しつつ、必要な保育作業を⾏い、多様な森林
づくりの知⾒を得ることとしています。 
 

  

・ 高 知 県  香 美 市 （ か み し ）   
立 割 不 寒 冬 山  
(た て わ り ふ か ん と う や ま ) 
国 有 林  

・ 人 工 林 伐 採 後 に ヒ ノ キ （ 中
央 の 緑 の 濃 い 部 分 ） と 広 葉
樹 を 植 栽 し た 試 験 地 の 様 子
（ 植 栽 後 11 年 経 過 ）  
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② 治山事業の実施 

国有林野には、公益的機能を発揮する上で重要な森林が多

く存在し、国有林野面積の 91％に当たる 686 万 ha が水源涵
か ん

養や土砂流出防備等の保安林※に指定されています。国有林

野事業では、安全・安心の確保のため、自然環境保全への配

慮やコスト縮減を図りながら、治山事業による荒廃地の整備

や災害復旧、保安林の整備等を計画的に進めています。 

国有林野内で集中豪雨や台風等により被災した山地の復

旧整備等を推進する「国有林直轄治山事業」を行うとともに、

民有林においても、大規模な山腹崩壊等の復旧に高度な技術

が必要となる箇所等では、地方公共団体からの要請を受けて、

「民有林直轄治山事業」と「直轄地すべり防止事業」を行っ

ています。 

また、民有林と国有林の間で事業調整や情報共有を図り、

事業実施箇所が近接している地域においては、流域保全の観

点から一体的な全体計画を作成し、連携して荒廃地の復旧整

備を行っています。 

さらに、大規模山地災害発生時には、ヘリコプターによる

広域被害調査や、専門的な知識・技術を有する職員の山地災

害対策緊急展開チームとしての被災地への派遣など、民有林

への支援も含めた迅速な災害対策等に取り組んでいるほか、

治山施設の長寿命化を図るため、点検・診断や補修・更新等

に関する計画策定を進めています。そうした中で、災害発生

時に被害状況を早期に把握するため、無人航空機や衛星画像

等の活用にも取り組んでおり、令和元年度には、国立研究開
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発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）との間で地球観測

衛星データ等の利用推進に関する協定を締結しました。 

 

 

 

 表－３ 保安林の現況            (単位：万ha、％)     

注：１ 令和元年度末現在の数値である。 

  ２ 国有林野の面積には、官行造林地を含まない。 

  ３ （ ）書は、総面積に占める国有林野面積の割合（％）である。 

  ４ ｢その他の保安林｣は、飛砂防備、防風、水害防備、潮害防備、干害防備、防雪、防霧、 

なだれ防止、落石防止、防火、魚つき、航行目標、保健及び風致である。 

  ５ 計の不一致は、四捨五入による。 

 

表－４ 令和元年度山地災害発生時の職員派遣状況 

（詳細は８ページのトピックス４を参照） 

  

保 安 林 の 種 類 総面積 うち国有林野 

水 源 か ん 養   924 565（61） 

土 砂 流 出 防 備   261 107（41） 

土 砂 崩 壊 防 備     ６  ２（32） 

そ の 他 の 保 安 林   109  48（44） 

合 計 ［ 延 面 積 ］ 

  ［ 実 面 積 ］ 

1,299 

1,223 

721（56） 

686（56） 

災害名（発生年月） 派遣人数 

令和元年房総半島台風（令和元年９月） 延べ約 160 名 

令和元年東日本台風 （令和元年 10 月） 延べ約 640 名 
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事例２ 平成 28 年熊本地震で被災した県管理治⼭施設の復旧
事業の完了 

（九州森林管理局） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九州森林管理局では、平成 28 年４⽉の熊本地震により被災した熊本県管

理の治⼭施設について、熊本県の要請を受けて、⺠有林直轄治⼭事業とし
て阿蘇市及び南阿蘇村に所在する 17 区域の治⼭施設の復旧に取り組みまし
た。 

この事業では、被災した治⼭施設（渓間⼯ 34 基、⼭腹⼯３か所）の復旧
を⾏い、令和元年 12 ⽉に全復旧⼯事が完了しました。復旧⼯事は近年類の
ない⼤規模な⼭腹崩壊箇所における作業となり、阿蘇⼭の⽕⼭活動や積雪
などの多くの課題がある中で、⾼い技術⼒を求められる⼯事となりました
が、⼯事を受注した事業者の計画的な施⼯等により早期復旧を成し遂げる
ことができました。 

今後においても、⺠有林での⼤規模災害発⽣時の技術⽀援や⺠有林と連
携した効率的な治⼭事業に取り組むこととしています。 
  

・ 熊 本 県  阿 蘇 （ あ そ ） 郡  南 阿 蘇 村 （ み な み あ そ む ら ）  
・ 復 旧 等 事 業 の 着 手 前 の 様 子 と 事 業 完 了 後 の 治 山 施 設 の 様 子  
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事例３ 令和元年東⽇本台⾵により発⽣した⼭地災害への緊急
応急対策等の実施 

（東北森林管理局） 

 
 
 

 
東北森林管理局では、広範囲で記録的な豪⾬となった令和元年東⽇本台

⾵により⼭地災害が発⽣したことを踏まえ、国有林野及び⺠有林野の被害
状況を確認するため、地上からの調査に加え、宮城県及び岩⼿県と合同で
ヘリコプターによる調査を実施しました。その結果、宮城県丸森町等にお
いて、⼭腹崩壊や⼟⽯流が複数発⽣したことを確認しました。 

また、⼭地災害が発⽣した国有林野のうち、宮城北部森林管理署等の管
内において、⼆次災害の発⽣のおそれがある箇所が確認されたことから、
不安定な⼟砂の除去や⼤型⼟のうによる崩壊⼟砂の流出防⽌などの緊急応
急対策⼯事を⾏いました。その結果、その後の降⾬などによる荒廃地の拡
⼤や⼟砂流出による下流の⼈家や県道への被害を防ぐことができました。 

引き続き、緊急性が⾼い箇所において、本格的な災害復旧に取り組んで
います。  

・ 宮 城 県  伊 具 （ い ぐ ） 郡  丸 森 町 （ ま る も り ま ち ）、  
登 米 市 （ と め し ）  大 峰 山 （ お お み ね や ま ） 国 有 林  

・ 左 ： ヘ リ コ プ タ ー 調 査 で 確 認 さ れ た 山 腹 崩 壊 や 土 石 流 跡 （ 丸 森 町 ）  
右 ： 崩 壊 土 砂 の 流 出 防 止 対 策 と し て 実 施 し た 大 型 土 の う 積 工 の 様 子  

（ 登 米 市 ）  
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③ 路網の整備 

森林の適切な整備や保全、林産物の供給等を効率的に行う

ため、投資効率や景観等にも十分配慮しながら、林道（林業

専用道※を含む。以下同じ。）及び森林作業道※を適切に組み

合わせ、特に自然・社会的条件の良い森林において重点的に

路網整備を進めました。基幹的な役割を果たす林道について

は、令和元年度末で 13,399 路線、総延長 45,943km となりま

した。 

  こうした路網の整備に当たっては、地形に沿った路線線形

とすることにより切土・盛土等の土工量や構造物の設置数を

抑えるほか、現地で発生する木材や土石を土木資材として活

用することにより、コスト縮減等に努めています。 

これらの路網整備の取組については、技術者を育成するた

めの研修や民有林と連携した現地検討会の実施など、民有林

への普及にも取り組んでいます。 

また、国有林野と民有林野が近接する地域では、民有林林

道等の開設計画と調整を図り、国有林と民有林が一体となっ

た計画的かつ効果的な路網の整備に努めています。 

さらに、豪雨災害が多発する中で、被災の危険性が高い地

区等に所在する国有林林道において、国土強靱化に資するた

め、被災の危険性を低減させるための改良を実施しています。 

あわせて、橋梁等の長寿命化を図るため、施設ごとに点検・

診断や補修・更新等に関する計画の策定を進めています。  
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事例４ 災害に強い林道に向けた取組 
（北海道森林管理局 上川南部森林管理署） 

 
 

 
北海道森林管理局上川南部森林管理署では、幌加沢林道に設置した河床

路（河川を横断するための施設）において豪⾬時に通⾏が危険となること
や増⽔する度に修繕が必要となることを踏まえ、改良⼯事を実施しまし
た。 

⼯事では林道の⽼朽化した排⽔施設を改良することで、増⽔時にも林道
を安全に通⾏できるようになりました。これにより、地元の南富良野町が
管理する上⽔道施設や上流域にある森林整備箇所への通⾏の利便性が向上
しました。また、増⽔の度に修繕が必要となっていた林道維持コストの削
減も⾒込まれます。 

今後も林道等の定期的な点検や状況に応じた改良等を通じて、国⼟強靭
化に資する災害に強いインフラ整備を進め、適切な森林整備や保全、林産
物の供給等に貢献していくこととしています。 
  

・ 北 海 道  空 知 （ そ ら ち ） 郡  南 富 良 野 町   
金 山 （ か な や ま )国 有 林  

・ 幌 加 沢 （ ほ ろ か ざ わ ） 林 道 の 改 良 工 事 の 実 施 前 と 実 施 後 の 比 較  
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④ 地球温暖化対策の推進 

我が国は、パリ協定等を踏まえて閣議決定された地球温暖

化対策計画※をもとに、令和２年度までの間においては、年平

均 52 万 ha の間伐等の実施を目標として積極的な森林整備に

取り組むこととしています。 

国有林野事業においても、間伐等の森林整備や積極的な木

材利用、国民参加の森林
も り

づくりとともに、人工林資源の成熟

に伴い主伐面積が増加する中で、将来にわたる二酸化炭素の

吸収作用を保全・確保するため、効率的かつ効果的な手法の

導入等を図りつつ、適正な再造林に率先して取り組むことと

しています。 

具体的には、間伐等の森林整備や、保安林の適切な保全管

理（17 ページ参照）等を行っており、令和元年度には、国有

林野事業で約 9.8 万 ha の間伐を実施しました。 

間伐材等の有効利用は、森林整備の推進や炭素の貯蔵にも

貢献することから、庁舎整備や治山事業等の森林土木工事に

おける間伐材の利用等にも取り組んでいます。 

また、将来、気候変動による大雨の発生頻度の増加や天然

林における樹種の分布適域の変化等が予測されることから、

気候変動適応計画※等を踏まえ、健全な森林整備等（15 ペー

ジ参照）や治山施設の整備（17 ページ参照）を実施するほか、

「保護林」や「緑の回廊」の適切な保護・管理等（59、61 ペ

ージ参照）についても取り組んでいます。 

こうした森林吸収源対策等に対し、国民の理解と協力をい

ただけるよう、ＮＰＯや企業等による森林
も り

づくり（47 ページ、

49 ページ参照）や、国有林野事業への理解と支援に向けた多

様な情報受発信（41 ページ参照）、森林環境教育（43 ページ
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参照）等を進めています。 

 

表－５ 更新、保育、間伐事業の実施状況  

注：１ 分収造林（51 ページ参照）における実績を含む。 

  ２ 間伐（万 ha）は森林吸収源対策の実績として把握した数値である。 

  

 

表－６ 森林土木工事における木材・木製品の使用状況  

（単位：㎥ ) 

参考：令和元年度に使用した木材・木製品には、約 5.5 千ﾄﾝの炭素（約 20.0 千ﾄﾝ分の二

酸化炭素：すべてスギを使用したと仮定）が蓄えられています。 

  

区  分 令和元年度 (参考)平成 30 年度 

林  道  事  業  3,893  5,322 

治  山  事  業 30,891 35,741 

計 34,784 41,063 

区  分 令和元年度 (参考)平成 30 年度 

更新※ 

(ha) 

人工造林※ 10,616  8,614 

天然更新  2,232  1,753 

保育※ 

(ha) 

下  刈※   44,487 47,739 

つる切※、除伐※  8,226  9,234 

間伐(万 ha)   9.8   10.1 
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事例５ 地球温暖化防⽌に向けた効率的な森林整備 
（四国森林管理局） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

四国森林管理局では、低コストで効率的な列状間伐の普及に向けた取組
を実施しています。令和元年度には、⺠有林を含めて列状間伐を広く普及
することを⽬的として平成 30 年度から実施している現地検討会を、四万⼗
市の市有林や安芸

あ き

森林管理署管内の国有林において開催しました。参加者
同⼠の意⾒交換を通じて、架線集材を⾏う際の列状間伐の⼿法等について
参加者の理解を深めることができました。 

また、四国森林管理局における列状間伐の事
例を紹介した「2020 年度列状間伐カレンダー」
を作成し、林業事業体等に広く配布することで
列状間伐の普及に努めました。 

今後も、継続的に現地検討会を実施し、効率
的な作業システムの普及に努めていくこととし
ています。 

 
 
 

列状間伐カレンダー   
  

・ 高 知 県  南 国 市 （ な ん こ く し ）  
中 の 川 山 (な か の か わ や ま ) 
国 有 林  

・ 列 状 間 伐 の 実 施 後 に 、 上 空 か
ら 無 人 航 空 機 で 撮 影 し た 写 真  
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事例６ 治⼭事業における間伐材等の⽊材利⽤の推進 
（関東森林管理局 福島森林管理署） 

 
 
 
 
関東森林管理局では、コンクリート構造物を設置する際に間伐材による

合板型枠や残置式の丸太型枠を採⽤するほか、⽊材を利⽤可能な箇所は全
て⽊材を使⽤するなど、⽊材利⽤を積極的に推進しています。 

福島森林管理署では、福島市の磐梯朝⽇
ば ん だ い あ さ ひ

国⽴公園内にある会沢国有林に
おける治⼭ダムの施⼯に当たり、積極的な⽊材利⽤に取り組みました。 

具体的には、下流側に温泉地があり周辺景観との調和に配慮する必要が
あること等から、⽊材を井の字の形（井桁）に組み、中に⽯材を充填する
構造（校倉

あ ぜ く ら

式）を採⽤しました。 
  

・ 福 島 県  福 島 市 （ ふ く し ま し ）  会 沢 （ あ い ざ わ ） 国 有 林  
・ 左 ： 間 伐 材 を 使 用 し た 校 倉 式 の 治 山 ダ ム の 全 景  

右 ： 施 工 中 の 様 子  
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⑤ 生物多様性の保全 

我が国の森林生態系における生物多様性の保全に向け、「カ

ンクン宣言」を踏まえ、生物多様性国家戦略※や気候変動適応

計画に基づき取組を推進していく必要があります。このため

国有林野事業では、「保護林」や「緑の回廊」におけるモニ

タリング調査等を通じた適切な保護・管理を推進するととも

に（59 ページ、61 ページ参照）、多様な森林づくりの推進、

森林の適切な保全・管理、施業現場における生物多様性への

配慮等に取り組んでいます。 

特に、適切な間伐の実施、針広混交林化、複層林化、長伐

期化※や里山等の積極的な整備など、多様で健全な森林の整

備・保全を推進するとともに、渓流沿いや尾根筋等の森林を

保護樹帯等として保全することに取り組んでいます。 

また、地域やＮＰＯ、ボランティアの方々等と連携し、希

少種の保護や植生の復元、シカ被害対策等に取り組んでいま

す(57 ページ、65 ページ参照)。 

森林生態系保全センターや森林ふれあい推進センターで

は、生物多様性の保全や自然再生等に取り組む地域の方々等

と連携して、国有林野の生物多様性について現地調査等を実

施し、そのデータに基づいた植生復元活動等を実施していま

す。また、それぞれの地域や森林の特色を活用した生物多様

性の保全にも効果的な森林管理をモデル的に行うため、地域

の方々等と協働・連携して森林の整備・保全活動を行うモデ

ルプロジェクトに取り組んでいます。  
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事例７ ボランティアと連携した⼩笠原諸島の固有⽣態系を脅
かす外来植物の駆除 

（関東森林管理局 ⼩笠原諸島森林⽣態系保全センター） 

 

 

⼩笠原諸島は、これまで⼀度も⼤陸と陸続きになったことがなく、固有の
野⽣⽣物が多く⽣育・⽣息しています。関東森林管理局では、⼩笠原諸島の
豊かな森林⽣態系を後世に引き継ぐため、森林⽣態系保護地域を設定し、厳
格な保護・管理に取り組んでいます。⼀⽅で、⼩笠原諸島では、⼀部の地域
でモクマオウ、アカギ、ギンネム等の外来植物が繁茂し、固有の森林⽣態系
を脅かす存在となっているため、それらの駆除が課題となっています。 

⼩笠原諸島森林⽣態系保全センターでは、平成 17 年度からボランティア
と連携して外来植物の駆除に取り組んでいます。令和元年度には、島内住⺠
のほか島外の⾼校⽣や⼤学⽣、⼀般市⺠など延べ約 100 名が参加し、モクマ
オウ等の外来植物の伐倒・駆除を⾏いました。学⽣や⼀般市⺠の⽅々の参加
を得ることで、外来植物の駆除が促進されるとともに、島の内外に⼩笠原諸
島の森林⽣態系の価値や外来植物の駆除を含む保全活動の重要性を普及す
ることができました。 

このような中、同センターでは、引き続き、世界⾃然遺産 ※に登録された
⼩笠原諸島の森林⽣態系の保全に取り組むとともに、その価値などの情報発
信にも努めることとしています。 

・ 東 京 都  小 笠 原 村 （ お が さ わ ら む ら ） 父 島 （ ち ち じ ま ）  旭 山 (あ さ ひ や ま )国 有 林  
・ ボ ラ ン テ ィ ア と 連 携 し た 外 来 植 物 の 駆 除 作 業 の 様 子  
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（２）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献 

国有林野の管理経営に当たっては、我が国の森林・林業の再

生に貢献するため、民有林関係者等と川上から川下までの一体

的な連携を図りつつ、国有林の組織・技術力・資源を活用し、

民有林経営への支援等に積極的に取り組んでいます。 

 

①  林業の成長産業化等に向けた技術開発・実証と普及 

国有林野事業では、全国にまとまったフィールドを有し、

公益重視の管理経営や林産物の安定供給等を行っている特性

を活かし、公益的機能の発揮や林業の低コスト化等に資する

技術開発を行っています。その成果については、各地での事

業展開を図りつつ、現地検討会等を通じて、民有林への普及・

定着に取り組んでいます。特に、特定母樹※や早生樹※等の成

長に優れた苗木の活用、ＩＣＴ（情報通信技術）等を活用し

た効率的な森林管理・木材生産、複層林への誘導等について、

開発・実証・普及に取り組んでいます。これらの実施に当た

り、大学や試験研究機関と協定を締結するなど、技術開発に

関する共同試験の実施及び研究成果の共有等を行っていま

す。 

また、事業発注を通じた施策の推進や、全国での多数の事

業実績の統一的な分析等が可能であることから、その特性を

活用し、コンテナ苗等を活用し伐採から造林までを一体的に

行う「一貫作業システム」、複数年契約による事業発注、工

程管理の導入と改善等生産性向上に効果的な手法の普及・定

着を図る「生産性向上プログラム」等を推進しています。 



 

- 30 - 
 

表－７ 国有林野事業の現場を活用した現地検討会等の実施状況  

注：１ 各年度に、森林管理局や森林管理署等が主催又は共催した、作業システム、低コ

スト造林等をテーマとした現地検討会等の実施状況。 
２ 民有林関係者とは、国有林野事業職員以外で、地方公共団体や林業事業体の職員

等。 

 

 

 

 

表－８ 大学及び試験研究機関との協定数 

注：令和２年３月末現在の数値である。 

 

 

   

区 分 令和元年度 平成 30 年度 

   実施回数   295 回     293 回   

   延べ参加人数 10,699 名   9,979 名   

 うち民有林関係者 4,540 名   5,943 名   

 大学 試験研究機関 計 

森林管理局 18(7 局) 9（5 局） 27 

森林管理署 6（3 局 5 署） 6（3 局 5 署） 12 

計 24 15 39 
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図－３ 国有林野における伐採と造林の一貫作業の実施状況  

 
 

図－４ 国有林における生産性向上の取組について  
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事例８ ⼤学と連携した⼈材育成・技術開発の取組 
 （近畿中国森林管理局） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
近畿中国森林管理局では、近畿⼤学と連携協⼒協定を締結し、調査研究

のフィールドの提供や技術開発成果の共有を⾏うこととしています。 
令和元年度は、国有林野内において、農学部環境管理学科の学⽣を対象

とした実習を⾏い、森林・林業の現場について参加者の理解を深めること
ができました。また、近畿⼤学の研究者と協⼒して、地上レーザースキャ
ナと無⼈航空機を併⽤した森林調査の実証実験を⾏いました。 

今後とも、他地域においても林業成⻑産業化に向けた⼈材育成と情報通
信技術（ＩＣＴ）を活⽤したスマート林業の推進等の技術開発につなげら
れるよう、地域の⾼校、林業⼤学校、⼤学等との連携を深めていきます。 

・ 京 都 府  京 都 市 （ き ょ う と し ）  
高 台 寺 山 （ こ う だ い じ や ま ）  
国 有 林  

・ 国 有 林 の フ ィ ー ル ド で 実 施 さ
れ た 近 畿 大 学 の 学 生 実 習 の 様
子  
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事例９ 下刈省⼒化に向けた現地検討会の開催 
 （関東森林管理局 会津森林管理署） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
関東森林管理局会津森林管理署では、保育コストの削減を図るため、下

刈作業の回数の⾒直しについて検討しています。 
具体的には、造林地における植栽⽊の⽣育状況と雑草⽊等の繁茂状況等

から下刈実施の要否を判断し、下刈の回数を削減することにより、作業の
省⼒化を図る取組を実施しています。 

令和元年度は、下刈を省略した造林地において、省⼒化技術の検証や⺠
有林への普及等を⽬的とした現地検討会を開催し、森林管理署の職員のほ
か、県や市町村、森林組合等の事業体も含めた意⾒交換を⾏うことで、下
刈省⼒化に向けた知⾒を共有しました。 

今後、造林等の保育コストの削減について、特定⺟樹や早⽣樹等の成⻑
に優れた苗⽊の活⽤等も進めることで、更なる技術の実証・普及に努めて
いくこととしています。  

・ 福 島 県  喜 多 方 市 （ き た か た し ）  
北 唐 沢 （ き た か ら さ わ ） 国 有 林  

・ 下 刈 省 力 化 現 地 検 討 会 の 様 子  
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事例 10 ⽣産性向上に向けた⽇報管理に関する検討会  
 （九州森林管理局 ⼤分⻄部・宮崎森林管理署） 

 
 

 
 

九州森林管理局では、令和７年度までに、１⼈１⽇当たりの⽣産量を主
伐で 12.9m3（平成 27 年度時点で 6.5m3）、間伐で 8.2m3（平成 27 年度時
点で 3.9m3）とすることを⽬標に、⽇報を活⽤した⼯程管理による⽣産性
向上の⼿法（図−４参照）の普及を進めています。 

令和元年度は、⼤分⻄部森林管理署と宮崎森林管理署との共催による検
討会を開催し、森林管理署職員のほか、地元の林業事業体が参加し、意⾒
交換等を⾏いました。検討会では、⼯程管理の優良事例として久⼤林産株
式会社が⾏う効率的な林業機械マネジメントとスケジュール管理の⼿法を
学び、⽇報管理や⼯程管理についてのグループワークを⾏いました。さら
に、国有林の伐採現場において、参加者同⼠で意⾒交換を⾏い、現場での
⼯程管理の活⽤について理解を深めることができました。 

今後、優良事例を関係機関等に共有することで、⽣産性向上に向け効果
的な⼿法の普及・定着を図っていきます。  

・ 大 分 県  日 田 市 （ ひ た し ）  
日 田 市 勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー ・  
サ ン ヒ ル ズ ひ た  

・ 日 報 管 理 に 関 す る 検 討 会 の 様 子  

・ 大 分 県  中 津 市 （ な か つ し ）  
平 鶴 （ ひ ら づ る ） 国 有 林  

・ 現 地 検 討 会 の 様 子  
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②  林業事業体の育成 

林業事業体の創意工夫を促進し、施業提案や集約化の能力

向上等を支援するため、国有林野事業の発注においては、総

合評価落札方式や「競争の導入による公共サービスの改革に

関する法律」に基づく複数年契約（２か年又は３か年）、事

業成績評定制度の活用等を通じた生産性向上や労働安全対策

に配慮した事業実行の指導に取り組んでいます。 

また、林業事業体の経営の安定化に資するよう、市町村単

位で今後５年間の国有林野事業における伐採量を公表すると

ともに、都道府県や民有林関係者と連携した森林整備や素材

生産の発注情報の公開を各地域で試行するなど、効果的な情

報発信の取組を進めています。 

あわせて、森林経営管理制度の定着に向け、同制度の要と

なる林業経営者の育成に資するよう事業の発注に際し、こう

した林業経営者の受注機会の拡大に配慮しています。また、

国有林野の多様な立地を活かし、事業の実施、現地検討会の

開催、先駆的な技術の実証等を通じて林業経営者の育成に取

り組んでいます。 

さらに、この制度の要となる林業経営者を育成するため、

樹木採取権制度を創設しました（トピックス１参照）。 
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